
大学等進学説明会の実施要項 

 

一部改正 令和６年１月２５日 

 

１ 趣旨 

大学コンソーシアムやまがた（以下「コンソーシアム」という。）では、高校生の進学意識形成 

や進学選択を支援すると共に、県内大学・短大等への進学率アップを目指して、各高校において「大

学等進学説明会」（以下「説明会」という。）を開催する。 

 

２ 説明会について 

（１）高校側の要請に応じてコンソーシアムの構成校（３校以上）が参加する説明会を開催する。 

（２）説明会の内容は、個別進学相談、模擬授業及び講演会などとする。 

（３）開催時期は毎年度４月から３月までとする。 

（４）説明会に関わる講師等の旅費等経費は参加構成校の負担とする。また、各構成校は他行事と

の関連その他の事由により高校の要請に対応できない場合は、説明会への講師派遣等の対応を

しないことができるものとする。 

 

３ 説明会実施のための手続きについて 

  説明会実施のために、コンソーシアムは、実施年度の前年度中に、次の手順により、高校側及

び各構成校との調整を行うものとする。 

① 高校側の意向を把握するために、別紙により、コンソーシアムから高校側へアンケートを

行う。 

② コンソーシアムは、各高校からの回答内容を集約し、各構成校に通知する。 

③ 前号の通知を受けた構成校は、各高校からの要請への対応の可否（説明会への参加の可否）

をコンソーシアムに報告する。 

④ 前号の報告を受けたコンソーシアムは、必要に応じて所要の調整を図り、日程を確定し、

各高校と各構成校に通知する。 

⑤ 前号の通知は説明会実施の３週間前までに行い、その後の変更・修正は、各高校及びコン

ソーシアムの業務に支障を来すことから、やむを得ない場合を除き行わないこととする。 

 

４ 実施日程 

  毎年度１月～２月上旬 各高校へ照会・回答 

     ２月上～中旬  各高校の要請内容を集約の上、構成校に通知 

     ２月下旬    各構成校は対応の可否（説明会参加可否）を報告 

     ３月中旬    必要に応じて所要の調整等を行い、実施計画を確定し、各高校・各構

成校に通知 

         ４月～翌年３月 説明会の開催 

 

５ その他 

（１）年度途中に高校側から説明会開催の要請があった場合の対応 

  ① 何らかの事情により、年度途中に高校側から説明会開催の要請があった場合、コンソーシ

アムは、当該高校に対して希望する構成校に個別、直接に要請するよう依頼するものとする。 

  ② コンソーシアムは、当該高校より特別な希望があるときは、関係の構成校に説明会開催の

要請があった旨を連絡することができる。 

③ ①を受けて当該高校より個別・直接の要請があった場合の対応は、各構成校が個々に行う

ものとする。 


